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設立10周年記念講演会 開催！ 

 

 当推進協議会が平成６年１２月１４日の設立から10年を迎え、これを記念した講演会を

去る平成１７年３月４日（金）、兵庫県民会館11階ホールにおいて、２名の講師の方々を

お迎えして開催いたしました。 

 ここでは、その概要を報告いたします。 

 

〈設立10周年記念講演会 概要〉 

 

１．日 時 平成１７年３月４日（金） １４：００～１６：４５ 

２．場 所 兵庫県民会館 11階ホール 

３．内 容 

（１）開会 

（２）主催者挨拶 

   兵庫県フロン回収・処理推進協議会        

 常務理事 原田 彰     

（兵庫県健康生活部環境局長） 

 

（３）来賓祝辞       

   環境省地球環境局      

   環境保全対策課フロン等対策推進室       

     室長 宇仁菅 伸介 氏 

 

【記念講演会写真１】 

【記念講演会写真２】 



（４）記念講演 

  ①「オゾン層保護の30年－フロン回収の促進をめざして－」 

東京大学名誉教授 富永 健 氏 

 

【記念講演会写真３】 

 

【記念講演会写真４】 

 

 

  ②「あなたにも伝えたい、大震災からの10年－市民がフロン問題と出会って」 

    ＮＰＯ法人ストップ・フロン全国連絡会 理事 萩 由美子 氏 

 

【記念講演会写真５】 

 

【記念講演会写真６】 

 

（５）閉会 

 

当日は、多くの会員の皆様にお集まりいただき、また、環境省から来賓として地球環境

局環境保全対策課フロン等対策推進室室長の宇仁菅様をお招きし、祝辞をいただきました。

また、講師として東京大学名誉教授の富永様、ＮＰＯ法人ストップ・フロン全国連絡会理

事の萩様の熱心なご講演によって、たいへん有意義な講演会となりました。 

この講演会の内容については、設立10周年記念事業の一環として作成いたします記念誌

において詳細をご紹介しておりますので、ぜひご一読ください。 

 

 

 

 



平成15年度カーエアコンからの 

フロン類の回収量等の集計結果 

 

 第３４号において、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収量等の集計結果をお伝え

したところですが、続いて平成１６年１２月２４日に、環境省より「フロン回収破壊法に

基づく平成１５年度のカーエアコンからのフロン類の回収量等の集計結果について」と題

した記者発表がありました。 

フロン回収破壊法では（第二種特定製品については平成14年10月から施行）、機器の廃

棄時の冷媒フロン類の回収が義務付けられており、第二種フロン類回収業者（廃棄される

第二種特定製品から冷媒フロン類を回収するため都道府県知事等に登録している業者）は

毎年度、前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等に報告し（第33条第1項により

準用される第22条第2項）、都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣（環境大臣及

び経済産業大臣）に通知しなければならないこととされています（第34条）。さらに、主

務大臣は、この通知に関する情報を整理して、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の

状況等の情報を公表することとされています（第73条）。 

今回、上記規定に基づいて、平成15年度分の第二種フロン類回収業者からの報告につい

て都道府県知事等から通知が行われ、それを取りまとめた結果が公表されたものです。 

 

◇ 回収量等の集計結果 

 フロン回収破壊法に基づく第二種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等の平成15

年度分の集計結果は表1のとおりである。 

 

表1 第二種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果（平成15年度分） 

  ＣＦＣ ＨＦＣ 合計 

回収した第二種特定製品の台数 (台) 1,141,422 555,642 1,697,064 

回収した量 (kg) 415,169 222,688 637,857 

15年度当初の保管量 (kg) 63,368 72,408 135,776

破壊処理のために自動車製造業者等注２に

引き渡された量 

(kg) 268,542 151,565 420,107 

再利用された量 (kg) 120,323 49,832 170,155 

15年度末の保管量 (kg) 89,549 93,650 183,198 

（注１：小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。） 

（注２：具体的には、自動車製造業者等からの委託を受けた（財）自動車リサイクル促進センターを指す。） 

（注３：ＣＦＣ＝クロロフルオロカーボン、ＨＦＣ＝ハイドロフルオロカーボン） 



 

 また、前年度との比較は、平成14年度の集計結果が年度後半の半年分であることから、

今年度との単純な比較はできないが、集計結果は表2のとおりである。 

 

表2 前年度との比較 

  平成15年度 

(H15.4～H16.3)

平成14年度 

(H14.10～H15.3) 

増減 

回収した第二種特定製品の台数 (台) 1,697,064 955,959 741,105

回収した量 (kg) 637,857 389,220 248,637

年度当初の保管量 (kg) 135,776 － －

破壊処理のために自動車製造業者等に

引き渡された量 

(kg) 420,107 163,810 256,297

再利用された量 (kg) 170,155 113,290 56,865

年度末の保管量 (kg) 183,198 114,043 69,155

（注：平成14年度はフロン回収の最初の年度であったため、年度当初保管量の報告はない。） 

 

◇ 今後の取り組み 

政府としては、関係諸団体への実施状況の点検・会員への法遵守周知の要請や説明会・

広報による周知徹底等を行うとともに、登録事業者を監督する都道府県・政令市に対して

現状を通知し、各自治体における状況把握及び対策の検討を依頼するなどの取組を行って

きたところ。 

 平成17年1月1日からフロン回収破壊法の第二種特定製品に係る部分は自動車リサイクル

法に移行され、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからのフロン類の回収は、同

法の枠組みの中で実施されることとなる。今後とも、自治体・関連業界と連携の上、周知

徹底活動を継続し、フロン回収破壊法から自動車リサイクル法への円滑な移行や、更なる

フロン類の回収の促進に向け、着実に取り組んでまいりたい。 

 

（参考）年間の使用済自動車の台数が約400万台程度と推測されることから、台数ベースの

回収率は約42％程度（前年度約49%）と推定される。 

    また、地球環境への負荷という観点から、自動車の製造当初に充填された冷媒量

と回収量を比較すると、冷媒の１台当たりの初期充填量を700gとして比較した場合

のフロン類の量ベースの回収率は約23%（同約29%）、破壊率は約15%（同約12%）と

推定される。 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ホームページをリニューアルしました！

 

当推進協議会のホームページは、平成９年１０月に開設し、更新、運営を行ってきまし

たが、このたび全面的にリニューアルを行い、設立１０周年記念講演会が開催された平成

１７年３月４日（金）にアップロードしました。 

すでにご覧いただいた会員の方もいらっしゃると思いますが、ぜひ、まだご覧いただい

ていない方は次のアドレスにアクセスしてみてください。 

 

推進協議会 新ホームページアドレス：http://www.hardoc.org 

 

 今回のリニューアルでは、次の点について改善を行い、これまで以上に分かりやすく、

利便性を高め、多くの方にご覧いただけるようなホームページになっています。 

 

① トップページで全体の内容を分かりやすく構成。 

② フレームを取り払い、リンクも単純に見易く構成。 

③ イメージ画像、イラスト等により内容をわかりやすく構成。 

④ 難しい語句など他の説明のページへリンクを貼り、理解しやすく構成。 

⑤ 会員募集、お問合せなどフォームを使用。 

⑥ フロン回収事業者検索システムを導入。 

⑦ 事業者、会員のためのページを設置。 

⑧ サイト内検索を導入。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新ホームページ トップページ



 

設立10周年記念誌の発行 

 

巻頭において、設立１０周年記念講演会の開催概要を報告いたしましたが、今年度の実

施した設立10周年記念事業の一環として記念誌を発行いたします。 

平成６年１２月に当推進協議会が発足してから今年度までに実施してきました各事業や

出来事などを一冊にまとめています。 

まもなく会員の皆様方にお送りできると思いますので、ぜひご一読いただきますようお

願いいたします。 

 

 

事務局だより 

 

本文中でもふれましたが、今年度は当推進協議会が設立から１０年という歳月が経過しま

した。 

平成６年１２月の発足から１か月後には、あの阪神・淡路大震災が発生した訳ですので、

大震災からも１０年が経過したということです。当時、会員の皆様方ご苦労されたことと

思いますが、今の街並みを見ていますと、あれだけ大規模な被害をもたらした大震災から

復興してきた人類の力というのはすごい力だとあらためて感じています。 

 フロンは皆さんご存じのとおり、人類が発明した自然界には存在しない人工物質ですか

ら、オゾン層を破壊してきたのは我々人類ということになります。しかしながら、大震災

からの復興を例に見ましても、人類はすごい力があるわけですから、必ずオゾン層を回復

させることもできるのではないでしょうか。 

１０年前と比べてみましても、フロン回収破壊法が施行されるなどフロン回収・処理の

体制づくりが進み、フロンを取り巻く状況が大きく変化したことによって、当推進協議会

の事業内容も変わってきましたが、オゾン層保護のため適正なフロン回収・処理を進め

て行くには、会員の皆様のご協力のもと、当協議会の活動は非常に重要であると考

えています。 

 この場をお借りしまして、これまで１０年間のご協力に感謝しますとともに、今後とも

一層のご理解とご協力をいただきますようよろしくお願いします。 

兵庫県フロン回収・処理推進協議会 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５－１０－１（兵庫県健康生活部環境局大気課内）

ＴＥＬ（０７８）３６２－３２８４ ＦＡＸ（０７８）３６２－３９６６ 

http://www.hardoc.org 

 


